《諸証明等の郵送請求についてのご案内》
所得，納税関係の証明書，固定資産関係の証明書等を郵送で申請することができます。申請できる方は本人・相続人・納税管理人，又はそのいずれかから委任を受けた代理人のみです。

◎手数料分の定額小為替証書
手数料は１通につき２００円です。年度ごとに１通となります。
納税証明書で固定資産がある場合，共有名義など，所有者が異なる場合は所有者ごとに別になり，通数分の手数料が必要になります。

固定資産の土地・家屋に関する証明書（評価証明書，公課証明書，資産証明書）は，土地・家屋合わせて５筆（５棟）まで１通となり，５筆（５棟）を超えるごとに１通加算され，合計通数分の手数料が必要になります。また共有名義など，所有者が異なる場合は所有者ごとに別になります。固定資産の償却資産に関する証明書（評価証明書，公課証明書，償却資産証明書）は1通200円の手数料が必要になります。
手数料を確認したい場合は役場税務課までお問い合わせください。手数料はお釣りのないようにお願いします。（少額のお釣りについては切手でお返しする場合があります。）
定額小為替証書はゆうちょ銀行（郵便局）でお求めください。
◎返信用封筒
切手を貼り，返信先の住所，氏名を記入してください。重さや封筒の大きさによって郵送料金が異なりますのでご注意ください。
◎本人確認資料の写し（申請者）
運転免許証など，顔写真付きの証明書の写しを添付してください。
　◎相続の場合は，相続人であることが確認できる公的書類（戸籍謄本等）の写し
　◎代理人の場合は，本人・相続人・納税管理人いずれかからの委任状 
※注意事項
・新年度の固定資産証明書の発行時期は４月１日，村・県民税課税証明書の発行時期は６月１日です。（令和８年度の（非）課税証明書は令和８年６月１日からになります。）
・税関係証明書については，直近5年分について発行しています。ただし，納税証明書は直近4年分のみの発行となります。
・村・県民税課税証明書には，証明年度の前年中の所得が記載されます。（令和８年度の証明書には令和７年中の所得が記載されます。）
・村・県民税課税証明書は，必要とする証明年度の１月１日現在，住民登録等がある市区町村の役所で発行されます。（例えば令和８年度村・県民税課税証明書は，令和８年１月１日現在，東海村に住民登録等があり申告等をされている方に発行されます。）また，住民登録等があっても，申告等をされていないと発行できない場合があります。
・納税後，およそ１週間以内に納税証明書が必要な場合は，納税済の領収証書を同封してください。（ただし，郵便振替払込用紙で納付された場合，納付が確認されるまでに，最大１か月を要します。この場合も納付済の払込金受領証を同封してください。）
・固定資産証明書については，毎年1月1日の現況によって証明書を発行します。1月1日以降に分筆や所有権の変更等を行った物件については，登記簿謄本等の写しの添付があれば，1月1日時点の証明書を，新所有者に発行することができます。


【送付先】　※切り取って宛名としてご利用ください。
〒３１９－１１９２
茨城県那珂郡東海村東海三丁目７番１号
東海村役場　税務課　　宛
諸証明等の交付申請書（郵送による請求）
東海村長 殿
下記の証明を申請します。
令和　　年　　月　　日
	➀申請する方
	住所（所在）
	〒
転出している場合（村内在住時住所　東海村　　　　　　　　　　　）

	
	ふりがな
	
	電話番号
	日中に連絡がとれる番号

	
	氏名（名称）
※法人の場合は
代表者印を押印
	
	
	

	
	生年月日
	明治・大正・昭和・平成・令和　　　年　　月　　日

	（➀と同一の場合は記入不要）　　②どなたの証明ですか？
	住所（所在）
	〒
転出している場合（村内在住時住所　東海村　　　　　　　　　　　）

	
	ふりがな
	
	電話番号
	日中に連絡がとれる番号

	
	氏名（名称）
※法人の場合は
代表者印を押印
	
	
	

	
	生年月日
	明治・大正・昭和・平成・令和　　　年　　月　　日

	②から➀を見た関係
	□相続人　□納税管理人　□代理人（委任状）

	使用目的
	□扶養（勤務先）　□銀行　□官公庁　□学校　□その他（　　　　　　　）


※ 郵送請求は原則とし
　 て，本人が請求し本
　 人の住所に返信しま
　 す。相続人や納税管
　 理人，代理人が申請
　 する場合は②にもご
　 記入ください。

※ 相続人が申請する場
合は，死亡の事実と
続柄が分かる戸籍謄

本（コピー可）を添
付してください。

必要な証明の番号に○をつけ，必要通数をご記入ください。□にはレ点を入れてください。
	Ⅰ.所得，納税関係
	１通２００円（軽自動車税（種別割）納税証明書（継続検査用）は無料）

	１
	村・県民税課税証明書
（非課税証明書）（所得証明書）
	通
	□　　　年度（　　　年分）
□最新年度のもの

	２
	納　税
証明書
	税額等の証明（　　）年度
	通
	□全税目□税目指定（　　　　）

	
	
	未納のないことの証明等
	通
	□未納のないことの証明書
□滞納処分を受けたことがない証明
（証明期間：　　　　　　　　　　　）

	３
	軽自動車税（種別割）納税証明書
（継続検査用）
	通
	車両ナンバー
水戸


※ 所得関係の証明年度は前年
分（1月～12月）の所得
の証明になります。
※ 納税証明書で税額等の証明
の場合，年度・税目・固定
資産税の名義ごとに200
円の手数料が必要です。
※ 軽自動車税（種別割）納税
証明書（継続検査用）の場合
は，車検証のコピーを添付し
てください。
	Ⅱ.固定資産関係
	１通２００円（名寄帳の写しは１部200円）

	４
	評価証明書（　　）年度
（□土地　□家屋　□償却資産）
	　通
	７
	□資産証明書（　　）年度
□無資産証明書（　　）年度
	　通

	５
	公課証明書（　　）年度
（□土地　□家屋　□償却資産）
	通
	８
	償却資産証明書（　　）年度
	通

	６
	滅失証明書
	通
	９
	名寄帳の写し（　　）年度
	　部

	4・5の証明書を申請する方で指定物件のみ必要な方，6の証明書を申請する方は下記に記入してください。

所在
家屋の場合
種類　　　　　 面積　　　　

※指定物件が多数の時は一覧表を添付してください。
	10
	地番集成図
縮尺（　　　　）分の1
□地番
□地図添付
※該当地番をご記入いただくか，場所が確認できる地図を添付してください。
	　　通


※ 年度の記載がない場合は，
最新年度のものになります。
※ ４・5・７の土地・家屋に
　関する証明書は，１通に土地
と家屋合わせて5筆（5棟）
まで記載され，1通加算する
ごとに200円の手数料が必
要です。
　4・5・8の償却資産に関す
る証明書は，1通200円の
手数料が必要です。
※区画整理地内の固定資産で
　仮換地等の所在が分かる場
　合は，ご記入ください。

※令和８年中に分筆や所有権
　の変更を行った場合は，登記
　謄本の写しを添付してくだ
さい。
申請書と合わせて，下記のものを同封ください。





【問合せ先】


東海村役場　℡029-282-1711


税務課


・村・県民税課税証明書に関すること 内線1118


・納税証明書に関すること 内線1115


・固定資産に関すること 　内線1113








電話 029-282-1711


内線111７・111８・1119





㎡





◆　手数料はお釣りのないようにお願いします　◆











